
福
島
県
企
業
局

規

則

福
島
県
病
院
局

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
五
十
号

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則(

昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
六
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
喜
多
方
市
の
部
17
の
項
中｢山

都
第
三
小
学
校
｣

を｢旧
山
都
第
三
小
学
校
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
21年
３
月
31日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
４
号

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
(昭
和
44年
福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
８
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

第
49条
第
２
項
中
｢記
名
押
印
｣
の
次
に
｢及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
｣
を
加
え
､
同
項
に
次

の
各
号
を
加
え
る
｡

�
請
求
金
額

�
請
求
の
内
容

�
請
求
年
月
日

�
請
求
先

�
債
権
者
の
住
所
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

第
177条

に
次
の
１
号
を
加
え
る
｡

�
災
害
時
に
お
い
て
､
物
資
等
の
調
達
に
関
す
る
協
定
等
に
基
づ
い
て
物
品
を
購
入
す
る
と
き
｡

第
178条

第
１
項
中
｢契
約
代
金
の
額
｣
の
次
に
｢
(継
続
的
に
物
品
又
は
役
務
の
供
給
を
受
け
る

契
約
で
あ
つ
て
､
あ
ら
か
じ
め
供
給
を
受
け
る
数
量
を
定
め
ず
に
供
給
を
受
け
る
物
品
又
は
役
務
の
単

価
を
定
め
る
も
の
(以
下
｢単
価
契
約
｣
と
い
う
｡
)
に
あ
つ
て
は
､
契
約
代
金
に
当
該
単
価
契
約
に

係
る
予
定
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
(単
価
を
供
給
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
単
価
契
約
に
あ
つ
て
は
､
当

該
単
価
に
当
該
供
給
の
区
分
に
係
る
予
定
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
)
)
｣
を
加
え

る
｡第
179条

第
１
項
第
４
号
及
び
第
５
号
中
｢こ
と
と
な
る
｣
を
削
り
､
同
項
第
12号

中
｢こ
と
と
な

る
｣
及
び
｢も
の
で
あ
る
｣
を
削
る
｡

第
196条

中
｢入
札
金
額
｣
の
次
に
｢
(単
価
契
約
に
あ
つ
て
は
､
入
札
金
額
に
当
該
入
札
に
係
る

予
定
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
(単
価
を
供
給
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
単
価
契
約
に
あ
つ
て
は
､
当
該
単

価
に
当
該
供
給
の
区
分
に
係
る
予
定
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
)
)
｣
を
加
え
る
｡

第
197条

第
１
項
第
２
号
中
｢過
去
｣
を
｢､
過
去
｣
に
改
め
､
｢こ
と
と
な
る
｣
を
削
り
､
同
項

第
４
号
中
｢請
負
契
約
｣
の
次
に
｢､
物
品
の
購
入
契
約
及
び
庁
舎
等
維
持
管
理
業
務
の
委
託
契
約
｣

を
加
え
る
｡
附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
21年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
､
第
179条

及
び
第
197条

第
１
項
第

２
号
の
改
正
規
定
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(経
営
企
画
課
)

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
21年
３
月
31日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者

�
地
英
夫

福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
４
号

平成21年３月31日 火曜日 福 島 県 報 号外第30号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

一

福
島
県
企
業
局

○
福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

一

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

一
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福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
(平
成
16年
福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

第
38条
第
２
項
中
｢記
名
押
印
｣
の
次
に
｢及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
｣
を
加
え
､
同
項
に
次

の
各
号
を
加
え
る
｡

�
請
求
金
額

�
請
求
の
内
容

�
請
求
年
月
日

�
請
求
先

�
債
権
者
の
住
所
(法
人
に
あ
っ
て
は
､
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

第
96条
第
２
項
中
｢納
入
者
か
ら
｣
の
次
に
｢当
該
物
品
の
品
目
､
規
格
､
数
量
及
び
納
入
年
月
日

並
び
に
納
入
者
の
住
所
及
び
氏
名
(法
人
に
あ
っ
て
は
､
所
在
地
並
び
に
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

を
記
載
し
た
｣
を
加
え
る
｡

第
172条

に
次
の
１
号
を
加
え
る
｡

�
災
害
時
に
お
い
て
､
物
資
等
の
調
達
に
関
す
る
協
定
等
に
基
づ
い
て
物
品
を
購
入
す
る
と
き
｡

第
173条

第
１
項
中
｢契
約
代
金
の
額
｣
の
次
に
｢
(継
続
的
に
物
品
又
は
役
務
の
供
給
を
受
け
る

契
約
で
あ
っ
て
､
あ
ら
か
じ
め
供
給
を
受
け
る
数
量
を
定
め
ず
に
供
給
を
受
け
る
物
品
又
は
役
務
の
単

価
を
定
め
る
も
の
(以
下
｢単
価
契
約
｣
と
い
う
｡
)
に
あ
っ
て
は
､
契
約
代
金
に
当
該
単
価
契
約
に

係
る
予
定
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
(単
価
を
供
給
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
単
価
契
約
に
あ
っ
て
は
､
当

該
単
価
に
当
該
供
給
の
区
分
に
係
る
予
定
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
)
)
｣
を
加
え
､

｢工
事
等
｣
を
｢工
事
(建
設
､
移
転
又
は
除
去
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
｡
次
条
に
お
い

て
｢建
設
工
事
｣
と
い
う
｡
)
又
は
製
造
｣
に
､
｢現
金
等
(｣
を
｢現
金
(現
金
に
代
え
て
納
付
す

る
｣
に
改
め
る
｡

第
174条

第
４
号
中
｢最
近
に
お
い
て
｣
を
｢過
去
二
年
間
に
｣
に
､
｢公
庫
等
｣
を
｢沖
縄
振
興

開
発
金
融
公
庫
等
｣
に
改
め
､
｢こ
と
と
な
る
｣
を
削
り
､
同
条
第
５
号
中
｢こ
と
と
な
る
｣
を
削
り
､

同
条
第
９
号
を
同
条
第
12号
と
し
､
同
条
第
８
号
中
｢こ
と
と
な
る
｣
及
び
｢も
の
で
あ
る
｣
を
削
り
､

同
号
を
同
条
第
11号
と
し
､
同
条
第
７
号
の
次
に
次
の
３
号
を
加
え
る
｡

�
１
件
500万

円
未
満
の
建
設
工
事
又
は
製
造
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
お
い
て
､
契
約

の
相
手
方
が
契
約
を
履
行
し
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡

�
１
件
300万

円
未
満
の
工
事
(建
設
工
事
を
除
く
｡
)
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
お
い

て
､
契
約
の
相
手
方
が
契
約
を
履
行
し
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡

�
工
事
等
の
請
負
契
約
の
締
結
後
に
当
該
工
事
等
に
係
る
請
負
代
金
の
額
を
変
更
す
る
場
合
に
お

い
て
､
変
更
後
の
請
負
代
金
の
額
に
100分

の
10
(建
設
工
事
又
は
製
造
以
外
に
あ
っ
て
は
､
100

分
の
５
)
を
乗
じ
て
得
た
額
が
既
に
納
付
さ
れ
た
契
約
保
証
金
の
額
の
２
倍
未
満
の
額
で
あ
り
､

か
つ
､
契
約
の
相
手
方
が
契
約
を
履
行
し
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡

第
188条

第
２
項
中
｢次
の
｣
を
｢一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
｣
に
､
｢者

を
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
２
年
間
｣
を
｢と
き
は
､
そ
の
者
に
つ
い
て
３
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
｣

に
改
め
､
同
項
第
１
号
中
｢し
た
者
｣
を
｢し
た
と
き
｡
｣
に
改
め
､
同
項
第
２
号
中
｢妨
げ
た
者
｣

を
｢妨
げ
た
と
き
｣
に
､
｢連
合
し
た
者
｣
を
｢連
合
し
た
と
き
｡
｣
に
改
め
､
同
項
第
３
号
及
び
第

４
号
中
｢妨
げ
た
者
｣
を
｢妨
げ
た
と
き
｡
｣
に
改
め
､
同
項
第
５
号
中
｢履
行
し
な
か
っ
た
者
｣
を

｢履
行
し
な
か
っ
た
と
き
｡
｣
に
改
め
､
同
項
第
６
号
中
｢前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が

あ
っ
た
後
２
年
を
経
過
し
な
い
者
を
｣
を
｢こ
の
項
(こ
の
号
を
除
く
｡
)
の
規
定
に
よ
り
一
般
競
争

入
札
に
参
加
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
を
契
約
の
締
結
又
は
｣
に
､
｢使
用
し
た
者
｣
を
｢使

用
し
た
と
き
｡
｣
に
改
め
る
｡

第
191条

中
｢入
札
金
額
｣
の
次
に
｢
(単
価
契
約
に
あ
っ
て
は
､
入
札
金
額
に
当
該
入
札
に
係
る

予
定
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
(単
価
を
供
給
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
単
価
契
約
に
あ
っ
て
は
､
当
該
単

価
に
当
該
供
給
の
区
分
に
係
る
予
定
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
)
)
｣
を
加
え
る
｡

第
192条

第
１
項
第
２
号
中
｢最
近
に
お
い
て
｣
を
｢過
去
二
年
間
に
｣
に
改
め
､
｢こ
と
と
な
る
｣

を
削
る
｡

第
213条

中
｢第
188条

並
び
に
｣
を
削
り
､
同
条
を
同
条
第
２
項
と
し
､
同
条
に
第
１
項
と
し
て
次

の
１
項
を
加
え
る
｡

契
約
権
者
は
､
施
行
令
第
21条
の
14第
１
項
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
ろ
う
と
す
る
と
き
は
､

特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
､
第
188条

第
１
項
に
規
定
す
る
者
並
び
に
同
条
第
２
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
し
て
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及

び
そ
の
者
を
代
理
人
､
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
を
契
約
の

相
手
方
と
し
て
は
な
ら
な
い
｡

第
215条

第
１
項
中
｢50万

円
｣
を
｢10万

円
｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
21年

４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
､
第
173条

の
改
正
規
定
(
｢工
事

等
｣
を
｢工
事
(建
設
､
移
転
又
は
除
去
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
｡
次
条
に
お
い
て
｢建

設
工
事
｣
と
い
う
｡
)
又
は
製
造
｣
に
､
｢現
金
等
(｣
を
｢現
金
(現
金
に
代
え
て
納
付
す
る
｣
に

改
め
る
部
分
に
限
る
｡
)
並
び
に
第
174条

､
第
188条

､
第
192条

､
第
213条

及
び
第
215条

の
改
正

規
定
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(病
院
総
務
課
)
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